
 

平成19年2月15日 

 

各   位 

                     会 社 名  応 用 地 質 株 式 会 社 

                     代表者の    
                     役職氏名   代表取締役社長 田矢 盛之 

                        （コード番号 ９７５５ 東証第一部） 

                                      問 合 せ 先  常務執行役員 経営企画本部長 
                                      佐々木 和彦 

TEL:03-3234-0811 
 

 

定款一部変更に関するお知らせ 
 

 

 当社は、平成19年2月15日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成19年3月28

日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

 

 

記 

 

 

１．変更の理由 

 

（１）平成18年に行った（株）ケー・シー・エスの買収に伴い、事業内容の追加を行なうとと

もに、表現の明確化を行うものであります。（変更案第２条） 

（２）執行役員の位置付けを明確にするため、執行役員に関する規定を新設するものでありま

す。（変更案第２９条、第３０条） 

（３）剰余金の配当管理の効率化を図るため、配当金の支払義務を有する期間を限定する旨の

規定を新設するものであります。（変更案第４１条） 

（４）「会社法」（平成１７年法律第８６号）、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に    

関する法律」（平成１７年法律第８７号）および関係政省令が平成１８年５月１日    

に施行されたことに伴い、所要の変更を行うものであります。主なものは次のとおりで

あります。 

①会社法施行の経過措置の規定に対応するために新設するものであります。（変更案第

４条、第７条） 

②株主が有する単元未満株式の権利を明確にするとともに、単元株式数となる数の株式

の売渡を請求できる旨の規定を新設するものであります。（変更案第１０条、第１１

条） 

③株主総会参考書類等を、インターネット開示によりみなし提供することを可能にする

ための規定を新設するものであります。（変更案第１７条） 

④取締役および監査役の全員の同意があれば、招集の手続きを経ることなく取締役会を

開催することが出来る旨の規定を新設するものであります。（変更案第２５条第２項） 

⑤取締役会の機動的、効率的な運営を図るため、取締役および監査役の同意があれば書

面または電磁的方法により取締役会の決議を行なうことが出来る旨の規定を新設する

ものであります。（変更案第２６条） 

⑥取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮することが出来るように、法令に

定める限度においてその責任を免除することが出来る旨の規定を新設するものであり

ます。（変更案第２８条第１項、第３７条第１項） 
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⑦有能な人材の確保と、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、社外

取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結することが出来る旨の規定を新

設するものであります。（変更案第２８条第２項、第３７条第２項） 

⑧上記のほか、会社法の条文および用語に合わせて規定を整備するとともに、会社法に

対応した引用条文の変更等、所要の変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容  

変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

 

３．日 程 

定款変更のための株主総会開催日 平成19年3月28日(予定) 

定款変更の効力発生日      平成19年3月28日(予定) 

 

以  上 
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(別紙) 

(変更箇所は、下線の部分であります。) 

現 行 定 款 変  更  案 

 

第１章 総  則 

 

（商 号） 

第 １ 条 当会社は、応用地質株式会社と称し、英文

ではOYO Corporation と表示する。 

 

（目 的） 

第 ２ 条 当会社の目的は、次の各号とする。 

 

（１）地質調査及び環境調査の受託並びにこれらに

関連する土木工事の請負 

（２）土木及び建築工事に関する測量、調査、設計、

施工監理、維持管理及びコンサルティング 

（３）自然災害にかかるリスクの調査、解析、予測、

診断、評価及びコンサルティング 

（４）環境保全及び環境リスクにかかる調査、解析、

予測、診断、評価及びコンサルティング 

（５）計量法に基づく分析及び計量証明 

（６）地盤情報、地形情報及び環境・災害情報等地

球に関する情報の収集、加工及び販売 

＜新設＞ 

 

（７）前各号に関連する各種の測定用機器類並びに

システムの開発、製造及び販売 

（８）前各号に関連するノウハウ、コンピュータソ

フトウェアの開発及び販売 

（９）センサー利用による防犯、防災機器の開発、

製造及び販売 

（10）熱転写用印刷機器及びフィルムの開発、製造

及び販売 

（11）各種の測定用機器、事務機器並びにコンピュ

ータのハードウェア及びソフトウェアの販売、

リース及びレンタル業務 

（12）特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著

作権等の知的財産権並びに技術的知識（ノウハ

ウ）の取得、賃貸及び売買 

（13）不動産の賃貸及び管理 

（14）労働者派遣業務 

（15）損害保険代理業務 

（16）前各号に附帯又は関連する一切の事業 

 

（本店の所在地） 

第 ３ 条 当会社の本店は、東京都千代田区に置く。

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

第１章 総  則 

 

（商 号） 

第 １ 条  （現行どおり） 

 

 

（目 的） 

第 ２ 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

（１）地質調査、環境調査の受託およびこれらに関

する土木工事の請負 

（２）土木・建築工事に関する測量、調査、設計、

施工監理、維持管理およびコンサルティング 

（３）自然災害に関するリスクの調査、解析、予測、

診断、評価およびコンサルティング 

（４）環境保全、環境リスクに関する調査、解析、

予測、診断、評価およびコンサルティング 

（５）計量法に基づく分析および計量証明 

（６）地盤情報、地形情報、環境情報、災害情報等

地球に関する情報の収集、加工および販売 

（７）地域・都市整備、道路・交通網に関する調査、

計画および解析 

（８）前各号に関連する各種の測定用機器類、シス

テムの開発、製造および販売 

（９）前各号に関連するノウハウ、コンピュータソ

フトウェアの開発および販売 

（10）センサー利用による防犯・防災機器の開発、

製造および販売 

（11）熱転写用の印刷機器・フィルムの開発、製造

および販売 

（12）各種の測定用機器、事務機器、コンピュータ

ハードウェア・ソフトウェアの販売、リースお

よびレンタル業務 

（13）特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作

権等の知的財産権ならびにノウハウの取得、賃

貸および売買 

（14）不動産の賃貸および管理 

（15）労働者派遣業務 

（16）損害保険代理業務 

（17）前各号に付帯関連する一切の事業 

 

（本店の所在地） 

第 ３ 条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。

 

（機 関） 

第 ４ 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、

次の機関を置く。 

（１）取締役会 

（２）監査役 
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（公 告） 

第 ４ 条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して

これを行う。 

 

 

 

 

第２章 株   式 

 

（発行する株式の総数） 

第 ５ 条 当会社の発行する株式の総数は、１億２千

万株とする。 

ただし、株式の消却が行われた場合は、これに相

当する株式数を減ずる。 

 

＜新設＞ 

 

 

（自己株式の取得） 

第 ６ 条 当会社は、商法第２１１条ノ３第１項第２

号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式

を買い受けることができる。 

 

（１単元の株式の数） 

第 ７ 条 当会社の株式の１単元は１００株とする。

２．当会社は、１単元の株式の数に満たない株式（以

下「単元未満株式」という。）に係わる株券を発行

しない。ただし、株式取扱規則に定めるところにつ

いてはこの限りでない。 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

（３）監査役会 

（４）会計監査人 

 

（公告方法） 

第 ５ 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。た

だし、事故その他やむを得ない事由によって電子

公告による公告をすることができない場合は、日

本経済新聞に掲載して行う。 

 

 

第２章 株  式 

 

（発行可能株式総数） 

第 ６ 条 当会社の発行可能株式総数は、１億２千万

株とする。 

＜ただし書き削除＞ 

 

 

（株券の発行） 

第 ７ 条 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

 

（自己株式の取得） 

第 ８ 条 当会社は、会社法第１６５条第２項の規定

により、取締役会の決議をもって、市場取引等に

より自己の株式を取得することができる。 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第 ９ 条 当会社の単元株式数は１００株とする。 

２．当会社は、第７条の規定にかかわらず、単元未

満株式に係わる株券を発行しない。ただし、

株式取扱規程に定めるところについてはこの

限りでない。 

 

 

 

（単元未満株式についての権利） 

第１０条 当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）

は、その有する単元未満株式について、次に掲げる

権利以外の権利を行使することができない。 

（１）会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利 

（２）会社法第１６６条第１項の規定による請求をす

る権利 

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て

および募集新株予約権の割当てを受ける権利 

（４）次条に定める請求をする権利 

 

 

（単元未満株式の売渡請求） 

第１１条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めると

ころにより、その有する単元未満株式の数と併せて

単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求す

ることができる。 
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（名義書換代理人） 

第 ８ 条 当会社は、株式につき名義書換代理人を置

く。 

２．名義書換代理人及びその事務取扱場所は取締役会

の決議により選定する。 

３．当会社の株主名簿及び実質株主名簿（以下「株主

名簿等」という。）並びに株券喪失登録簿は名義書

換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書

換、単元未満株式の買取り、その他株式に関する事

務は名義書換代理人に取り扱わせ、当会社において

はこれを取り扱わない。 

 

 

（株式取扱規則） 

第 ９ 条 当会社の株券の種類並びに株式の名義書

換、単元未満株式の買取りその他株式に関する諸手

続及び手数料等は、取締役会において定める株式取

扱規則による。 

 

（基準日） 

第１０条 当会社は、毎決算期の最終の株主名簿等に

記載又は記録された株主をもって、定時株主総会に

おいて権利を行使すべき株主（実質株主を含む。以

下同じ。）とする。 

２．前項のほか、必要ある場合は予め公告して一定の

日を定め、その日の最終の株主名簿等に記載又は記

録された株主をもって、その権利を行使すべき株主

とすることができる。 

 

 

第３章  株 主 総 会 

 

（招 集） 

第１１条 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日

より３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要ある

場合に随時これを招集する。 

 

＜新設＞ 

 

 

 

（議長） 

第１２条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当

たり、取締役社長事故あるときは、取締役会が予め

定めた順序により他の取締役がこれに当たる。 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

（株主名簿管理人） 

第１２条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２．株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって定め、これを公告す

る。 

３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）、新株予約権原簿および株券喪

失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主

名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿

に関する事務は、これを株主名簿管理人に委

託し、当会社においては取り扱わない。 

 

 

（株式取扱規程） 

第１３条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料

は、法令または本定款のほか、取締役会にお

いて定める株式取扱規程による。 

 

 

＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  株 主 総 会 

 

（招 集） 

第１４条 当会社の定時株主総会は、毎年３月にこれ

を招集し、臨時株主総会は、必要あるときに

随時これを招集する。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第１５条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日

は、毎年１２月３１日とする。 

 

(招集権者および議長) 

第１６条 株主総会は、取締役会長または取締役社長

がこれを招集し、議長となる。 

２．取締役会長および取締役社長に事故があるとき

は、取締役会においてあらかじめ定めた順序によ

り、他の取締役がこれに代わる。 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし

提供） 

第１７条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算

書類に記載または表示をすべき事項に係る情報



 6

 

 

 

 

（決議方法） 

第１３条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段

の定めがある場合を除き、出席した株主の議

決権の過半数をもって決する。 

２．商法第３４３条に定める特別決議は、総株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の３分の２以上に当たる多

数をもって決する。 

 

 

（議決権の代理行使） 

第１４条 株主は、当会社の議決権を行使することが

できる株主を代理人として、その議決権を行

使することができる。この場合において株主

又は代理人は代理権を証する書面を株主総会

毎に当会社に提出しなければならない。 

 

 

 

第４章  取締役及び取締役会 

 

（員数） 

第１５条 当会社の取締役は、１０名以内とする。 

 

（選任） 

第１６条 取締役は、株主総会において選任する。 

２．取締役の選任決議は、総株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その過半

数をもってこれを決する。 

３．取締役の選任決議は、累積投票によらない。

 

 

 

（任 期） 

第１７条 取締役の任期は、就任後１年内の最終の決

算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

２．補欠又は増員により選任された取締役の任期は、

他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第１８条 取締役会は、その決議をもって取締役会長、

取締役社長各１名及び取締役副社長２名以内を定め

ることができる。 

２．代表取締役は、取締役会の決議により選任する。

 

 

＜新設＞ 

 

 

を、法務省令に定めるところに従いインターネッ

トを利用する方法で開示することにより、株主に

対して提供したものとみなすことができる。 

 

（決議の方法） 

第１８条 株主総会の決議は、法令または本定款に別

段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使

することができる株主の議決権の過半数をもって行

う。 

２．会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権

を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以

上をもって行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第１９条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主

１名を代理人として、その議決権を行使すること

ができる。 

２．株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を

証明する書面を当会社に提出しなければならな

い。 

 

 

第４章  取締役および取締役会 

 

(員数) 

第２０条  （現行どおり） 

 

（選任方法） 

第２１条 取締役は、株主総会において選任する。 

２．取締役の選任決議は、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をも

って行う。 

３．取締役の選任決議は、累積投票によらない

ものとする。 

 

（任 期） 

第２２条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする。 

＜２項削除＞ 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第２３条 取締役会は、その決議によって、取締役会

長、取締役社長各１名、取締役副社長２名以内を定

めることができる。 

２．取締役会は、その決議によって、代表取締役を選

定する。 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

第２４条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合

を除き、取締役会長または取締役社長がこれを招
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（取締役会の招集） 

第１９条 取締役会を招集するには、会日の３日前に

各取締役及び各監査役に対しその通知を発する。 

ただし、緊急の必要あるときはこの限りではな

い。 

 

＜新設＞ 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

（取締役会規則） 

第２０条 取締役会に関する事項については、法令又

は本定款に定めるもののほか、取締役会において定

める取締役会規則による。 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

第５章  監査役及び監査役会 

 

（員 数） 

第２１条 当会社の監査役は、４名以内とする。 

 

 

集し、議長となる。 

２．取締役会長および取締役社長に事故があるとき

は、取締役会においてあらかじめ定めた順序によ

り、他の取締役がこれに代わる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第２５条 取締役会の招集通知は、会日の３日前まで

に各取締役および各監査役に対して発する。

ただし、緊急の必要があるときは、この期間

を短縮することができる。 

２．取締役および監査役の全員の同意があると

きは、招集の手続きを経ないで取締役会を開

催することができる。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第２６条 当会社は、会社法第３７０条の要件を充た

したときは、取締役会の決議があったものと

みなす。 

 

（取締役会規程） 

第２７条 取締役会に関する事項は、法令または本定

款のほか、取締役会において定める取締役会

規程による。 

 

（取締役の責任免除） 

第２８条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定

により、任務を怠ったことによる取締役（取締役

であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の

限度において、取締役会の決議によって免除する

ことができる。 

２．当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ

り、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ

る損害賠償責任を限定する契約を締結することが

できる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限

度額は、法令が規定する額とする。 

 

（執行役員） 

第２９条 当会社は、取締役会の決議により執行役員

を置くことができる。 

２．執行役員は、取締役会の定めた業務の執行を行う

ものとする。 

（執行役員規程） 

第３０条 執行役員に関する事項は、本定款に定める

もののほか、取締役会において定める執行役員規

程による。 

 

 

第５章  監査役および監査役会 

 

（員数） 

第３１条  （現行どおり） 
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（選 任） 

第２２条 監査役は、株主総会において選任する。 

２．監査役の選任決議は、総株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その過半数をもってこ

れを決する。 

 

（任 期） 

第２３条 監査役の任期は、就任後４年内の最終の決

算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

２．補欠により選任された監査役の任期は、退任した

監査役の任期の満了すべき時までとする。 

 

 

 

（常勤監査役） 

第２４条 監査役は、互選により常勤の監査役を定め

る。 

 

（監査役会の招集） 

第２５条 監査役会を招集するには、会日の３日前に

各監査役に対しその通知を発する。 

ただし、緊急の必要のあるときはこの限りでは

ない。 

＜新設＞ 

 

（監査役会規則） 

第２６条 監査役会に関する事項については、法令又

は本定款に定めるもののほか、監査役会にお

いて定める監査役会規則による。 

 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計  算 

 

（決算期） 

第２７条 当会社の営業年度は、毎年１月１日から１

２月３１日までとし、その末日をもって決算

期とする。 

 

（利益配当金） 

第２８条 当会社の利益配当金は、毎決算期の最終の

（選任方法） 

第３２条 監査役は、株主総会において選任する。 

２．監査役の選任決議は、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う。 

 

（任 期） 

第３３条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会

の終結の時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任

された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満

了する時までとする。 

 

（常勤の監査役） 

第３４条 監査役会は、その決議によって常勤の監査

役を選定する。 

 

（監査役会の招集通知） 

第３５条 監査役会の招集通知は、会日の３日前まで

に各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要が

あるときは、この期間を短縮することができる。 

２．監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを

経ないで監査役会を開催することができる。 

 

（監査役会規程） 

第３６条 監査役会に関する事項は、法令または本定

款のほか、監査役会において定める監査役会規程

による。 

 

 

（監査役の責任免除） 

第３７条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定

により、任務を怠ったことによる監査役（監査役で

あった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度

において、取締役会の決議によって免除することが

できる。 

２．当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、

社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害

賠償責任を限定する契約を締結することができる。

ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法

令が規定する額とする。 

 

 

第６章 計  算 

 

（事業年度） 

第３８条 当会社の事業年度は、毎年１月１日から１

２月３１日までの１年とする。 

 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第３９条 当会社の期末配当の基準日は、毎年１２月
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株主名簿等に記載又は記録された株主又は登

録質権者に対して支払う。 

＜新設＞ 

 

 

（中間配当） 

第２９条 当会社は、毎年６月３０日の最終の株主名

簿等に記載又は記録された株主又は登録質権者に

対し、取締役会の決議により、中間配当を行うこと

ができる。 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

３１日とする。 

 

２．前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をする

ことができる。 

 

（中間配当） 

第４０条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年

６月３０日を基準日として中間配当をするこ

とができる。 

 

（配当の除斥期間） 

第４１条 配当財産が金銭である場合は、その支払開

始の日から満３年を経過してもなお受領されないと

きは、当会社はその支払義務を免れる。 

 

 


